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令和５年６月美馬市議会定例会会議録（第１号）

◎ 招集年月日 令和５年７月１８日

◎ 招集場所 美馬市議会議場

◎ 開 会 午前１０時０１分

◎ 出席議員

１番 䕃山 勝利 ２番 南 渚 ３番 細川 健一

４番 森野 信一 ５番 藤原 昌樹 ６番 田中みさき

７番 立道 美孝 ８番 都築 正文 ９番 田中 義美

１０番 中川 重文 １１番 林 茂 １２番 郷司千亜紀

１３番 井川 英秋 １４番 西村 昌義 １５番 久保田哲生

１６番 片岡 栄一 １７番 川西 仁 １８番 前田 良平

◎ 欠席議員

なし

◎ 地方自治法第１２１条の規定により説明のために出席した者の職氏名

市長 加美 一成

副市長 岡 建樹

企画総務部長 吉田 正孝

保険福祉部長 住友 礼子

市民環境部長 伊内 公一

経済部長 藤田 伸次

建設部長 藤重 久

消防長 根本 賢一

会計管理者 髙尾 寿美

企画総務部次長（秘書人事課長） 渡邊 晴樹

企画総務部企画財政課長 佐藤 優行

代表監査委員 喜多 輝光

教育長 村岡 直美

副教育長（教育次長） 園木 一昌

◎ 本会議に職務のため出席した者の職氏名

議会事務局長 篠原 孝志

議会事務局次長 大島 康作
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議会事務局次長補佐 村上 富美

◎ 議事日程

議長は、議事日程を別紙のとおり報告した。

◎ 会議録署名議員の氏名

議長は会議録署名議員に次の３名を指名した。

６番 田中みさき 議員

７番 立道 美孝 議員

８番 都築 正文 議員
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開会 午前１０時０１分

◎議長（郷司千亜紀議員）

改めまして、おはようございます。ただいまの出席議員は１８名であります。定足数に

達しておりますので、これより令和５年６月美馬市議会定例会を開会いたします。

なお、加美市長からのご挨拶につきましては、提案理由の説明の際に併せてお願いする

ことにいたします。

ただいまから本日の会議を開きます。

日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。

議長諸般の報告といたしまして、主なものについて報告いたします。

まず、５月１７日、徳島市の正副議長が来庁され、意見交換をいたしました。

次に、５月２４日、小松島市の正副議長が来庁され、意見交換をいたしました。

次に、５月２６日、第１６６回徳島県市議会議長会定期総会が小松島で開催され、前田

副議長とともに出席をいたしました。

次に、６月２日、令和５年度美馬市戦没者追悼式が開催され、議員各位とともに出席を

いたしました。

次に、６月８日、第８５回四国市議会議長会定期総会が松山市で開催され、前田副議長

とともに出席をいたしました。

次に、６月１４日、全国市議会議長会第９９回定期総会が東京都で開催をされ、出席を

いたしました。

次に、６月２９日、令和５年度吉野川上流改修促進期成同盟会総会が東みよし町で開催

をされ、出席をいたしました。

次に、７月４日、令和５年度国道４３８号・４３９号並びに主要地方道山城東祖谷山線

改良促進期成同盟会総会が開催をされ、出席をいたしました。

次に、７月６日、吉野川市の正副議長が来庁され、意見交換をいたしました。

次に、７月１２日、令和５年度国道４３８号整備促進期成同盟会通常総会が丸亀市で開

催をされ、出席をいたしました。

次に、７月１４日、令和５年度国道１９３号（脇町・塩江間）整備促進期成同盟会定期

総会が開催され、出席をいたしました。

次に、監査委員から令和５年１月分から５月分の例月出納検査についての報告が提出さ

れております。

なお、ただいま報告をいたしましたそれぞれの関係資料につきましては、事務局に保管

をしておりますので、必要に応じてごらんいただきたいと思います。

次に、閉会中の議員の辞職許可について報告をいたします。

令和５年５月１８日、敷島敏宏君から辞職願が提出されましたので、地方自治法第１２

６条ただし書の規定に基づき、同日これを許可いたしました。

また、令和５年５月２２日、藤野克彦君から辞職願が提出されましたので、地方自治法

第１２６条ただし書の規定に基づき、同日これを許可いたしました。

更に、令和５年６月２０日、谷明美君から辞職願が提出されましたので、地方自治法第
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１２６条ただし書の規定に基づき、同日、これを許可いたしました。

次に、去る７月９日執行の市議会議員補欠選挙においてご当選されました新議員の常任

委員会委員の選任について報告をいたします。

委員会条例第８条第１項の規定により、細川健一君を総務常任委員会委員に、䕃山勝利

君、南渚君、中川重文君のお三方を福祉文教常任委員会委員に、森野信一君を産業常任委

員会委員に選任をいたしましたので、報告をいたしておきます。

以上で諸般の報告を終わります。

これより、本日の日程に入ります。

本日の議事日程は、ご配付の日程表のとおりであります。

日程第１、新たに当選した議員の議席の指定についてを議題といたします。

去る７月９日執行の市議会議員補欠選挙において当選されました議員の議席は、会議規

則第４条第２項の規定により、議長において議席番号１番に䕃山勝利君、議席番号２番に

南渚君、議席番号３番に細川健一君、議席番号４番に森野信一君、議席番号１０番に中川

重文君を指定いたします。

日程第２、議席の一部変更についてを議題といたします。

先程の議席の指定に関連し、議席の一部を変更いたしたいと思います。

お諮りいたします。議席番号及び氏名は、ご配付の議席案のとおり、議席の一部を変更

することに、ご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、異議なしと認めます。よって、ご配付のとおり決定をいたしました。

日程第３、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第８８条の

規定により、６番 田中みさき君、７番 立道美孝君、８番 都築正文君を指名をいたし

ます。

次に、日程第４、会期の決定についてを議題といたします。

お諮りいたします。本定例会の会期は７月１１日の議会運営委員会の決定のとおり、本

日から８月１０日までの２４日間といたしたいと思います。

これにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、異議なしと認め、本定例会の会期は本日から８月１０日までの２４日間とするこ

とに決定をいたしました。

なお、会期中の会議日程につきましては、ご配付のとおりといたしたいと思いますので、

よろしくお願いをいたします。

次に、日程第５、議案第５５号、美馬市学校給食費徴収条例の制定についてから議案第

６１号、美馬市火災予防条例の一部改正についてまで、及び議案第６３号、令和５年度美

馬市一般会計補正予算（第６号）から議案第６５号、令和４年度美馬市水道事業会計未処

分利益剰余金の処分及び令和４年度美馬市公営企業会計決算認定についてまでの１０件を
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一括し、議題といたします。

議案の説明を省略し、提案理由の説明を求めます。

◎市長（加美一成君）

議長。

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、加美市長。

［市長 加美一成君 登壇］

◎市長（加美一成君）

皆さん、おはようございます。

本日、令和５年６月美馬市議会定例会を招集をいたしましたところ、議員各位におかれ

ましてはご出席を賜り、誠にありがとうございます。また、日頃は市勢発展のため、ご理

解、ご協力を賜っておりますことに対し、厚くお礼を申し上げますとともに、去る７月９

日執行されました美馬市議会議員補欠選挙においてご当選をされました方々に対しまして、

心よりお祝いを申し上げる次第であります。

今回の補欠選挙は、４月に行われました県知事選挙に係る選挙違反により現職議員が逮

捕、起訴され、議員辞職が相次いだ結果、実施をされたものでございます。

議会においては、政治倫理に関する条例の制定に向け、検討を開始されたと伺っており

ますが、市民の皆様からの信頼なくして政治や行政は成り立ちません。昨年から本市にお

いて続いております不祥事の連鎖を断ち切るべく、私といたしましても車の両輪である議

会とともに、政治倫理の確立、コンプライアンスの徹底に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

それでは、所信を申し述べます前に２点ご報告をさせていただきます。

初めに、新型コロナウイルス感染症についてであります。

この感染症法上の位置づけについては、去る５月８日、５類に変更され、およそ３年３

か月にわたる対策が大きな節目を迎えました。本市におきましては、６月１日から職員の

勤務時間中のマスクの着用について、窓口対応などを除いて個人の判断とするとともに、

市役所カウンターに設置をいたしておりましたビニールカーテンを撤去する一方、換気や

手指消毒などの基本的な感染対策については引き続き実施をいたしております。

現在、専門家からは９波の入り口との指摘がありますが、今後とも基本的な感染対策の

徹底、正確な情報の発信に努めるとともに、ワクチン接種が円滑に進むよう、しっかりと

対応をしてまいります。

次に、小星・多機能拠点についてであります。

脇町・小星地区に整備を進めております美馬市学校給食センターにつきましては、今月

末に完成をする予定であり、６月末に完成をした美馬市総合防災倉庫などと併せ、来月８

日には関係者や希望する市民の皆様を対象とした施設の内覧会を開催をする予定でありま

す。

先に供用を開始しております地域共生交流施設・小星ベースや美馬アグリワーケーショ

ン施設を含め、管理を担う事業者とも十分に連携をし、各施設の機能が最大限発揮される
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ようしっかりと取り組んでまいります。

さて、本定例会には、令和５年度一般会計補正予算などの議案を提出させていただいて

おりますが、提案理由をご説明申し上げます前に、当面する市政の課題と主要施策につい

てご説明申し上げ、議員各位を始め、市民の皆様方のご理解、ご協力を賜りたいと存じま

す。

最初に、「未来へつなげる！市民の誰もが思いを実現し、健康で活躍できるまちづく

り」であります。

まず、出産や子育てに対する経済的支援につきましては、妊娠、出産の届出時や、小学

校、中学校の入学時、更には第３子以降の児童、生徒の保護者に対し、本年度当初にそれ

ぞれ５万円相当のＭＩＭＡＣＡのポイントを付与させていただいたところであります。

今後とも、子育て世代のニーズをお聞きしながら、子育てしやすいまちを目指し、取組

を進めてまいります。

また、先程ご説明をいたしました美馬市学校給食センターの供用開始に合わせ、学校給

食費の公会計化を進めることとしており、現在システム登録などの準備作業を進めており

ます。

学校給食費徴収条例の制定につきましては、本定例会に議案を提出させていただいてお

りますが、公会計化により、教職員の負担軽減につながるものと考えておりますので、よ

ろしくお願いを申し上げます。

次に、「元気な美馬！賑わいがあり『ひと』と『しごと』が好循環する、まちづくり」

であります。

昨年１０月に導入したデジタル地域通貨ＭＩＭＡＣＡにつきましては、令和４年度にお

ける決済金額の合計が４億８,５３３万円であり、市民の皆様にチャージをしていただい

た金額は１億４,７１３万円となっております。本年度におきましても、ＭＩＭＡＣＡの

普及、定着を図る観点から、決済時に３％を付与させていただいておりますが、折からの

物価高騰を踏まえ、市民お一人当たり５,０００円相当のポイントを付与するための補正

予算を本定例会に提出させていただいております。

市民の皆様には引き続きＭＩＭＡＣＡをご利用いただき、地域経済の好循環創出にご協

力をいただきますようお願いをいたします。

一方、道の駅みまの里につきましては、新たな指定管理者のもと、７月から再スタート

を切っておりますが、初日となる７月１日には多くの来場者でにぎわい、１０６万２,０

００円の売上げがございました。

市といたしましては、地域の農産物などの販売拡大を通じて、にぎわいの創出、地域経

済の活性化につながるよう、誘客イベントの実施やＰＲなど効果的な支援を行ってまいり

ます。

次に、「未来の暮らしを守る！安全・安心、快適な環境で便利に生活できるまちづく

り」であります。

先月初めの梅雨前線による大雨では国道４９２号が一時通行止めとなったほか、市内各

所で土砂崩れが発生をいたしました。
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この災害復旧経費については、去る６月９日、予算を専決処分をさせていただきました

が、１回に降る雨の量が年々増加しているというデータがあります。これから台風シーズ

ンを迎えますが、市民の皆様には避難情報に留意をいただき、適切な避難行動をお願いを

するとともに、市といたしましても、ソフト、ハードの両面で防災、減災対策にしっかり

と取り組んでまいります。

次に、「好きです美馬！市民が地域に愛着と誇りを持てるまちづくり」であります。

地域交流センター「ミライズ」では、５月２７日、開館５周年記念事業としてソプラノ

歌手岡本知高さんのリサイタルを開催をしたほか、７月２日には大阪桐蔭高校吹奏楽部の

演奏会や、８月に開催予定の新日本フィルハーモニー交響楽団の公演では美馬市民限定の

先行販売でチケットが完売をいたしました。９月には講談師の神田伯山さんの独演会など

も予定をされておりますので、是非多くの市民の皆様に、ご来場をいただければと考えて

おります。

次に、「未来のために！市民と行政がともに進める持続可能なまちづくり」であります。

本市の地方創生につきましては、令和２年度からの５年間を計画期間とする第２期総合

戦略に基づき関係する施策を進めておりますが、昨年１２月２３日にデジタル田園都市国

家構想総合戦略が閣議決定され、県においても、本年３月、新たな総合戦略の骨子が示さ

れたところでございます。

これを受け、本市におきましても、本年度を初年度とする新たな総合戦略、美馬市デジ

タル田園都市構想総合戦略を策定することといたしました。

今後、県の総合戦略を参考に策定を進めてまいりますが、「しごと」と「ひと」が好循

環し、誰もが幸せを感じながら、安全に暮らし続けられる地域社会を実現できるよう、デ

ジタル技術の活用を含めた各種施策を力強く進めてまいります。

それでは、上程をいただきました議案の概要につきまして、ご説明をいたします。

初めに、議案第５５号、美馬市学校給食費徴収条例の制定についてであります。

この案件は、幼稚園及び小中学校の学校給食費を市の歳入として収入するとともに、学

校給食費の徴収や管理を市の教育委員会が自らの業務として行うため、条例を制定するも

のであります。

次に、議案第５６号、美馬アグリワーケーション施設条例の一部改正についてでありま

す。

この案件は、美馬市学校給食センターなどの完成に合わせ、４つの施設により構成をさ

れる一団の土地の分・合筆を行うことに伴い、美馬アグリワーケーション施設の土地地番

を変更するため、所要の改正を行うものでございます。

次に、議案第５７号、美馬市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正についてであ

ります。

この案件は、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが５類に変更されたこ

とに伴い、新型コロナウイルス感染症対策業務に係る防疫等作業手当の特例を廃止するな

ど、所要の改正を行うものでございます。

次に、議案第５８号、美馬市学校給食センター設置条例の一部改正についてであります。
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この案件は、脇町・小星地区に整備中の学校給食センターを新たな美馬市学校給食セン

ターとして設置をするとともに、脇町地区の各共同調理場と穴吹学校給食センターの用途

を廃止をするため、所要の改正を行うものであります。

次に、議案第５９号、美馬市体育館設置条例の一部改正についてであります。

この案件は、現在解体工事を進めております岩倉国民体育館につきまして、体育館とし

ての用途を廃止するため、所要の改正を行うものでございます。

次に、議案第６０号、美馬市公会堂設置条例の一部改正についてであります。

この案件につきましても、現在解体工事を進めております宗重公会堂につきまして公会

堂としての用途を廃止するとともに、他の公会堂の管理に指定管理者制度を導入するため

の所要の改正を行うものでございます。

次に、議案第６１号、美馬市火災予防条例の一部改正についてであります。

この案件は、総務省令の改正に伴い、電気自動車等を充電するための急速充電設備の位

置づけの見直しなど所要の改正を行うものであります。

次に、議案第６３号、令和５年度美馬市一般会計補正予算（第６号）についてでありま

す。

この補正予算は、歳入歳出の総額に歳入歳出それぞれ６,１５０万円を追加し、補正後

の歳入歳出予算の総額を２１２億３,５５０万円とするものであります。

それでは、補正予算の主なものについて説明をさせていただきます。

まず、議会費におきましては、市議会議員補欠選挙を受け、議会議員の報酬など６７４

万２,０００円を計上しております。

総務費におきましては、一般財団法人自治総合センターの助成金の交付決定を受け、自

治会集会所に座卓などを整備するための経費として２５９万４,０００円を計上いたして

おります。

また、市役所庁舎の非常用自家発電設備改修事業につきまして、資材価格の上昇に伴い、

債務負担行為の額を５,０００万円増額をしております。

土木費におきましては、県単急傾斜地崩壊対策事業に係る工事請負費を１,９６０万円

計上しているほか、市営住宅のベランダなどの手すりについて緊急点検及び修繕を行うた

めの経費として、合わせて２,０５７万３,０００円を計上いたしております。

教育費におきましては、国庫補助金の交付内示を受け、理科教育等備品購入費を小中学

校合わせて４５７万円計上しております。

以上が、一般会計補正予算（第６号）の概要であります。

次に、議案第６４号、令和５年度美馬市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につ

いてであります。

この補正予算は、直営診療施設勘定の歳入歳出の総額に歳入歳出それぞれ４３万８,０

００円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を１億２０２万９,０００円とするもので

ありまして、口山巡回診療所の修繕経費を計上をしております。

次に、議案第６５号、令和４年度美馬市水道事業会計未処分利益剰余金の処分及び令和

４年度美馬市公営企業会計決算認定につきましては、令和４年度の水道事業会計における
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未処分利益剰余金の処分について議決をお願いするとともに、令和４年度の公営企業会計

の決算について、監査委員の意見を付して認定をお願いするものでございます。

このほか、本定例会には後程ご説明をさせていただく専決処分の承認案件１１件、予算

案件１件、人事案件１９件、その他案件３件、報告案件３件を含め、計４７件を提出をさ

せていただいております。

このうち、議案第６２号、令和５年度美馬市一般会計補正予算（第５号）、議案第６６

号及び議案第６７号の物品購入契約の締結について、議案第６８号、工事請負契約の変更

について、議案第６９号から議案第８７号の美馬市農業委員会委員の任命についての計２

３件につきましては、本日先議をお願いしたいと存じますので、お取り計らいの程お願い

を申し上げます。

ご審議を賜り、原案のとおりご賛同賜りますようお願い申し上げまして、私からのご挨

拶及び提案理由の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。

◎議長（郷司千亜紀議員）

以上で提案理由の説明が終わりました。

ここで、議案第６５号、令和４年度美馬市水道事業会計未処分利益剰余金の処分及び令

和４年度美馬市公営企業会計決算認定については、監査委員から決算審査結果の報告をい

ただきたいと思います。

◎代表監査委員（喜多輝光君）

議長、代表監査委員。

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、喜多代表監査委員。

［代表監査委員 喜多輝光君 登壇］

◎代表監査委員（喜多輝光君）

監査委員の喜多でございます。議長よりご指名をいただきましたので、美馬市監査委員

を代表いたしまして、令和４年度美馬市公営企業会計決算審査の概要についてご報告申し

上げます。

市長から審査に付されました公営企業会計決算、証書類及びその他関係書類について、

地方公営企業法に準拠して策定されているかどうかを確かめ、これらの係数の正確性と事

務処理の適法性を検証するため、去る６月２６日、議会選出の都築監査委員とともに審査

を実施いたしました。なお、審査に当たりましては関係課等から資料の提出を求め、併せ

て関係職員から説明を受け、審査の参考といたしました。

それでは、公営企業会計決算についてご報告申し上げます。

それぞれ審査を実施いたしましたところ、当年度の経営成績及び財政状況を適正に表示

されていることを確認いたしました。詳細につきましては、お手元の令和４年度美馬市公

営企業会計決算審査意見書のとおりでございますが、その概要について一部ご報告いたし

ます。なお、金額につきましては１,０００円単位とし、単位未満を四捨五入してご報告

とさせていただきますので、ご了承ください。

まずは下水道事業会計について報告いたします。
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令和４年度末における業務実績は、処理区内人口が４,９８３人、処理区域内戸数は２,

１８５戸となっております。

年間処理水量は３１万１,０００立方メートルで、年間一月平均処理水量は２万５,００

０平方メートルとなり、年間有収水量は２９万７,０００立方メートルとなりました。

経営状況につきましては、損益計算書によりますと下水道事業収益は３億３,７７６万

９,０００円であるのに対し、下水道事業費用は３億３,８５３万１,０００円となり、収

支差引き８６万２,０００円の当年度純損失となっております。

まとめといたしまして、下水道事業は生活環境の改善や公共用水域の水質保全など地域

住民の暮らしを支える重要な役割を担っております。しかし、構造物等の多額の固定資産

があり、その減価償却費だけでも営業収益を大きく上回っていることなどから、事業の継

続に当たりまして一般会計からの繰入金に大きく依存せざるを得ない状況となっておりま

す。従って、今後の事業運営に当たりましては、未加入世帯の加入促進等による使用料の

確保や一層の経費削減等によって経営の健全化に努め、市民から信頼される公営企業とし

ての役割を果たすよう望むものであります。

次に、水道事業会計について報告いたします。

令和４年度末における業務実績は、給水人口が２万５,６６７人、給水戸数は１万１,７

００戸であり、前年度に比べて給水人口は３６３人減少し、給水戸数は２２戸増加してお

ります。年間配水量は５２７万４,０００立方メートルで、前年度に比べ２０万６,０００

立方メートルの減少となりました。年間給水量は２９９万８,０００立方メートルで、前

年度に比べ５万２,０００立方メートルの減少となり、年間有収率につきましては５６.

９％で、前年度に比べ１.２ポイント上回りました。経営状況につきましては、損益計算

書によりますと、水道事業収益は６億２,０８８万４,０００円であるのに対し、水道事業

費用は５億７,００３万６,０００円となり、収支差引き５,０８４万８,０００円の当年度

純利益となっております。

まとめといたしまして、水道事業は、安価で良質な飲料水の安定供給を図り、もって公

衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与することを目的としており、決して営利を目的とし

た事業ではありません。基幹管路を耐震性の高い管路に布設替えすることにより漏水防止

や地震等の災害対策を図るなど、安全な水の安定供給とともに、市民のライフラインとし

ての基幹施設の整備に努められております。

一方、給水状況については、人口減少や市民の節水意識の定着感などにより給水収益の

自然増は期待できない現状であります。従って、今後の事業運営に当たりましては、次年

度の負担が過重とならないよう長期的展望に立った資金計画の精査を行い、公営企業の基

本原則である企業の経済性を常に発揮するとともに公共の福祉の増進に寄与されるよう望

むものであります。

次に、工業用水道事業会計について報告いたします。

令和４年度末における業務実績は、基本水量が日量４,０００立方メートルの基本給水

により安定した給水収益を得られたことで利益剰余金が４,２０９万１,０００円に増加し

ております。経営状況につきましては、損益計算書で工業用水道事業収益は８,１３１万
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６,０００円であるのに対し、工業用水道事業費用は６,６８０万円となり、収支差引き１,

４５１万６,０００円の当年度純利益となっております。

まとめといたしまして、今後の事業運営に当たりましては、安定的な工業用水道料金収

入による黒字を継続し、公営企業の基本原則である企業の経済性を常に考慮するとともに、

優良かつ豊富な水を企業へ安定的に供給し、効率的、効果的な運営に努められるよう望む

ものであります。

次に、簡易水道事業会計について報告いたします。

令和４年度末における業務実績は、給水人口が２６５人、給水戸数は２１８戸となって

おります。年間配水量は７万４,０００立方メートルで、年間給水量は２万８,０００立方

メートルとなり、年間有収率は３７.７％となりました。

経営状況につきましては、損益計算書によりますと、簡易水道事業収益は４,４８６万

５,０００円であるのに対し、簡易水道事業費用は３,８６６万４,０００円となり、収支

差引き６２０万１,０００円の当年度純利益となっております。

まとめといたしまして、簡易水道事業は地元住民の生活に欠かせないものとなっていま

すが、過疎化の進展などにより水需要は減少し続けています。そのため、経営環境は激し

さを増しており、一般会計からの補助金に依存せざるを得ない状況であります。今後の事

業運営に当たりましては、利用者の負担が過重とならないよう長期的展望に立った資金計

画の精査を行い、公営企業の基本原則である企業の経済性を常に発揮するとともに、公共

の福祉の増進に寄与されるよう望むものであります。

以上、決算審査報告とさせていただきます。

◎議長（郷司千亜紀議員）

以上で、監査委員の報告が終わりました。

お諮りいたします。ただいま議題となっております議案中、議案第６５号につきまして

は、７人の委員で構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上審査することに

いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、異議なしと認めます。よって、議案第６５号につきましては７人の委員で構成す

る決算審査特別委員会を設置し、審査することに決定をいたしました。

委員の選任につきましては、委員会条例第８条第１項の規定により、議長において、ご

配付のとおり指名をいたします。なお、本日散会後、決算審査特別委員会を開催いただき、

正副委員長の互選をお願いしたいと思います。

次に、日程第６、議案第６９号、美馬市農業委員会委員の任命についてから議案第８７

号、美馬市農業委員会委員の任命についてまでの１９件を一括し、議題といたします。

議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

◎市長（加美一成君）

議長。

◎議長（郷司千亜紀議員）
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はい、加美市長。

［市長 加美一成君 登壇］

◎市長（加美一成君）

それでは、ただいま上程をいただきました議案第６９号から議案第８７号までの美馬市

農業委員会委員の任命について、ご説明を申し上げます。

これら１９議案につきましては、美馬市農業委員会委員の任命について、農業委員会等

に関する法律第８条第１項の規定により議会の同意を求めるものでございます。

議案書の４５ページから６３ページを順次ご確認をいただきたいと思います。

最初に、議案第６９号で任命同意をお願いする者は、議案書４５ページのとおり、住所

は美馬市穴吹町穴吹字戎２４番地、氏名は安達英雄氏で、生年月日は昭和２５年１月２９

日であります。

次に、議案第７０号で任命の同意をお願いをする者は、議案書４６ページのとおり、住

所は美馬市木屋平字八幡１５７番地、氏名は天毎木孝利氏、生年月日は昭和２９年７月１

５日であります。

次に、議案第７１号で任命の同意をお願いをする者は、議案書４７ページのとおり、住

所は美馬市脇町字小星８６２番地、氏名は大久保孝雄氏で、生年月日は昭和２３年１２月

１日であります。

次に、議案第７２号で任命の同意をお願いをする者は、議案書４８ページのとおり、住

所は美馬市美馬町字宗重９１番地３、氏名は逢坂利人氏で、生年月日は昭和４２年２月２

１日であります。

次に、議案第７３号で任命の同意をお願いをする者は、議案書４９ページのとおり、住

所は美馬市脇町字西赤谷８５２番地、氏名は尾方隆子氏で、生年月日は昭和３１年４月１

１日であります。

次に、議案第７４号で任命の同意をお願いをする者は、議案書５０ページのとおり、住

所は美馬市脇町字曽江名４１６番地２、氏名は小田一夫氏で、生年月日は昭和２８年９月

６日であります。

次に、議案第７５号で任命の同意をお願いをする者は、議案書５１ページのとおり、住

所は美馬市脇町野村４４１４番地２、氏名は䕃山勝利氏で、生年月日は昭和５９年５月２

３日であります。

次に、議案第７６号で任命の同意をお願いをする者は、議案書５２ページのとおり、住

所は美馬市脇町大字北庄１２１４番地２、氏名は河野耕八郎氏で、生年月日は昭和３０年

９月２５日であります。

次に、議案第７７号で任命の同意をお願いをする者は、議案書５３ページのとおり、住

所は美馬市脇町字拝原１３５０番地７、氏名は河野弘彦氏で、生年月日は昭和４２年３月

９日であります。

次に、議案第７８号で任命の同意をお願いをする者は、議案書５４ページのとおり、住

所は美馬市美馬町字大久保１９９番地、氏名は黒川邦晴氏で、生年月日は昭和２２年４月

１日であります。
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次に、議案第７９号で任命の同意をお願いをする者は、議案書５５ページのとおり、住

所は美馬市美馬町字滝ノ宮９０番地、氏名は佐藤貞男氏で、生年月日は昭和２９年１０月

１５日であります。

次に、議案第８０号で任命の同意をお願いをする者は、議案書５６ページのとおり、住

所は美馬市脇町馬木８９９番地、氏名は竹田勝一氏で、生年月日は昭和１８年３月６日で

あります。

次に、議案第８１号で任命の同意をお願いする者は、議案書５７ページのとおり、住所

は美馬市穴吹町三島字舞中島１４２７番地、氏名は谷富廣氏で、生年月日は昭和２５年１

月１９日であります。

次に、議案第８２号で任命の同意をお願いする者は、議案書５８ページのとおり、住所

は美馬市美馬町字大上２番地、氏名は長浦勝幸氏で、生年月日は昭和２５年８月１日であ

ります。

次に、議案第８３号で任命の同意をお願いをする者は、議案書５９ページのとおり、住

所は美馬市脇町字西赤谷１６２番地、氏名は原田政憲氏で、生年月日は昭和２１年３月２

３日であります。

次に、議案第８４号で任命の同意をお願いをする者は、議案書６０ページのとおり、住

所は美馬市脇町大字脇町１３６０番地、氏名は藤岡由信氏で、生年月日は昭和２４年８月

２３日であります。

次に、議案第８５号で任命の同意をお願いする者は、議案書６１ページのとおり、住所

は美馬市美馬町字一ノ宮１２番地１、氏名は藤本尚人氏で、生年月日は昭和３３年５月１

１日であります。

次に、議案第８６号で任命の同意をお願いをする者は、議案書６２ページのとおり、住

所は美馬市脇町字拝原２７０５番地２、氏名は美馬英二氏で、生年月日は昭和５３年３月

１１日であります。

最後に、議案第８７号で任命の同意をお願いする者は、議案書６３ページのとおり、住

所は美馬市脇町字井口２０２番地２、氏名は村上一好氏で、生年月日は昭和２２年９月２

５日であります。

いずれも農業委員会委員として適任と認められますので、任命について、議会の同意を

お願いを申し上げます。

なお、任期につきましては、１９人全員、令和５年７月２０日から令和８年７月１９日

までの３年間であります。

以上、原案のとおりご同意を賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明と

させていただきます。

どうぞよろしくお願いを申し上げます。

◎議長（郷司千亜紀議員）

以上で、提案理由の説明が終わりました。

お諮りいたします。ただいま議題となっております議案は人事案件でありますので、正

規の手続を省略し、直ちに採決をいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
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（「異議なし」の声あり）

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、異議なしと認めます。よって、議案第６９号から議案第８７号までの１９件につ

いては、正規の手続を省略し、直ちに採決をすることに決しました。

まず初めに、議案第６９号、美馬市農業委員会委員の任命についてを採決いたします。

お諮りいたします。議案第６９号について、原案のとおり同意することにご異議ござい

ませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、異議なしと認めます。よって、議案第６９号については、原案のとおり同意する

ことに決しました。

次に、議案第７０号、美馬市農業委員会委員の任命についてを採決いたします。

お諮りいたします。議案第７０号について、原案のとおり同意することにご異議ござい

ませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、異議なしと認めます。よって、議案第７０号については、原案のとおり同意する

ことに決しました。

次に、議案第７１号、美馬市農業委員会委員の任命についてを採決いたします。

お諮りいたします。議案第７１号について、原案のとおり同意することにご異議ござい

ませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、異議なしと認めます。よって、議案第７１号については、原案のとおり同意する

ことに決しました。

次に、議案第７２号、美馬市農業委員会委員の任命についてを採決いたします。

お諮りいたします。議案第７２号について、原案のとおり同意することにご異議ござい

ませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、異議なしと認めます。よって、議案第７２号については、原案のとおり同意する

ことに決しました。

次に、議案第７３号、美馬市農業委員会委員の任命についてを採決いたします。

お諮りいたします。議案第７３号について、原案のとおり同意することにご異議ござい

ませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、異議なしと認めます。よって、議案第７３号については、原案のとおり同意する
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ことに決しました。

次に、議案第７４号、美馬市農業委員会委員の任命についてを採決いたします。

お諮りいたします。議案第７４号について、原案のとおり同意することにご異議ござい

ませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、異議なしと認めます。よって、議案第７４号については、原案のとおり同意する

ことに決しました。

議案第７５号につきましては、䕃山勝利君は地方自治法第１１７条の規定に該当し、除

斥されますので、退場を求めます。

（䕃山勝利議員 退室）

◎議長（郷司千亜紀議員）

それでは、議案第７５号、美馬市農業委員会委員の任命についてを採決いたします。

お諮りいたします。議案第７５号について、原案のとおり同意することにご異議ござい

ませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、異議なしと認めます。よって、議案第７５号については、原案のとおり同意する

ことに決しました。

䕃山勝利君の入場を許可いたします。

（䕃山勝利議員 入室）

◎議長（郷司千亜紀議員）

次に、議案第７６号、美馬市農業委員会委員の任命についてを採決いたします。

お諮りいたします。議案第７６号について、原案のとおり同意することにご異議ござい

ませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（郷司千亜紀議員）

異議なしと認めます。よって、議案第７６号については、原案のとおり同意することに

決しました。

次に、議案第７７号、美馬市農業委員会委員の任命についてを採決いたします。

お諮りいたします。議案第７７号について、原案のとおり同意することにご異議ござい

ませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、異議なしと認めます。よって、議案第７７号については、原案のとおり同意する

ことに決しました。

次に、議案第７８号、美馬市農業委員会委員の任命についてを採決いたします。

お諮りいたします。議案第７８号について、原案のとおり同意することにご異議ござい
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ませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、異議なしと認めます。よって、議案第７８号については、原案のとおり同意する

ことに決しました。

次に、議案第７９号、美馬市農業委員会委員の任命についてを採決いたします。

お諮りいたします。議案第７９号について、原案のとおり同意することにご異議ござい

ませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、異議なしと認めます。よって、議案第７９号については、原案のとおり同意する

ことに決しました。

次に、議案第８０号、美馬市農業委員会委員の任命についてを採決いたします。

お諮りいたします。議案第８０号について、原案のとおり同意することにご異議ござい

ませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、異議なしと認めます。よって、議案第８０号については、原案のとおり同意する

ことに決しました。

次に、議案第８１号、美馬市農業委員会委員の任命についてを採決いたします。

お諮りいたします。議案第８１号について、原案のとおり同意することにご異議ござい

ませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、異議なしと認めます。よって、議案第８１号については、原案のとおり同意する

ことに決しました。

次に、議案第８２号、美馬市農業委員会委員の任命についてを採決いたします。

お諮りいたします。議案第８２号について、原案のとおり同意することにご異議ござい

ませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、異議なしと認めます。よって、議案第８２号については、原案のとおり同意する

ことに決しました。

次に、議案第８３号、美馬市農業委員会委員の任命についてを採決いたします。

お諮りいたします。議案第８３号について、原案のとおり同意することにご異議ござい

ませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（郷司千亜紀議員）
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はい、異議なしと認めます。よって、議案第８３号については、原案のとおり同意する

ことに決しました。

次に、議案第８４号、美馬市農業委員会委員の任命についてを採決いたします。

お諮りいたします。議案第８４号について、原案のとおり同意することにご異議ござい

ませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、異議なしと認めます。よって、議案第８４号については、原案のとおり同意する

ことに決しました。

次に、議案第８５号、美馬市農業委員会委員の任命についてを採決をいたします。

お諮りいたします。議案第８５号について、原案のとおり同意することにご異議ござい

ませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、異議なしと認めます。よって、議案第８５号については、原案のとおり同意する

ことに決しました。

次に、議案第８６号、美馬市農業委員会委員の任命についてを採決いたします。

お諮りいたします。議案第８６号について、原案のとおり同意することにご異議ござい

ませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、異議なしと認めます。よって、議案第８６号については、原案のとおり同意する

ことに決しました。

次に、議案第８７号、美馬市農業委員会委員の任命についてを採決いたします。

お諮りいたします。議案第８７号について、原案のとおり同意することにご異議ござい

ませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、異議なしと認めます。よって、議案第８７号については、原案のとおり同意する

ことに決しました。

次に、日程第７、議案第６２号、令和５年度美馬市一般会計補正予算（第５号）及び議

案第６６号、物品購入契約の締結についてから議案第６８号、工事請負契約の変更につい

てまでの４件を一括し、議題といたします。

議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

◎企画総務部長（吉田正孝君）

議長、企画総務部長。

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、吉田企画総務部長。
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［企画総務部長 吉田正孝君 登壇］

◎企画総務部長（吉田正孝君）

それでは、本日先議をお願いいたします議案第６２号及び議案第６６号から議案第６８

号の４件につきまして順次ご説明申し上げます。

議案書の３６３ページをお願いいたします。

まず、議案第６２号、令和５年度美馬市一般会計補正予算（第５号）でございますが、

令和５年度美馬市一般会計補正予算（第５号）につきましては、第１条のとおり、歳入歳

出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億３,７６０万円を追加し、補正後の歳入歳出予算の

総額を２１１億７,４００万円とするものでございます。

それでは、歳出補正予算からご説明申し上げます。

３７０ページをお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症対応地方創生事業費におきまして、デジタル地域通貨ポイン

ト付与負担金など合わせて１億３,７６０万円を計上しております。

続きまして、３６９ページをお願いいたします。

歳入補正予算でございますが、上段の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金につきまして、国からの配分額決定を受け、１億２,１７５万８,０００円を計上してお

ります。

次の前年度純剰余繰越金につきましては、今回の補正予算に必要となる一般財源に相当

する額として１,５８４万２,０００円を計上しております。

今回の補正予算につきましては、物価高騰の影響を受けた市民生活を支援するため、市

民お一人当たり５,０００円相当のデジタル地域通貨ＭＩＭＡＣＡのポイントを付与させ

ていただくものでございまして、予算をお認めいただきましたなら、８月１６日からポイ

ントをご利用いただけるよう、直ちに準備作業に着手をさせていただきます。

議案第６２号、令和５年度美馬市一般会計補正予算（第５号）の説明は以上でございま

す。

続きまして、議案第６６号及び議案第６７号の物品購入契約の締結についてご説明申し

上げます。

議案書の３０ページ及び３１ページをお願いいたします。

これらの案件は、地方自治法第９６条第１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により議会の議決をお願いするものでござ

います。このうち、３０ページの議案第６６号につきましては、令和５年度地域情報ネッ

トワークスイッチ機器購入事業に係る物品購入契約でございまして、去る５月１８日に指

名競争入札の改札を行い、同月の２２日に仮契約の締結を行ったものでございます。契約

の相手方は美馬市脇町大字猪尻字建神社下南１５５番地１ 三笠電機株式会社本店 本店

長 福井基喜氏であり、契約の金額は３,２８３万５,０００円でございます。

次に、３１ページの議案第６７号につきましては、令和５年度地域イントラネットワー

ク穴吹スイッチ機器購入事業に係る物品購入契約でございまして、議案第６６号同様、５

月１８日に指名競争入札の改札を行い、同月の２２日に仮契約の締結を行ったものでござ
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います。契約の相手方は美馬市脇町大字猪尻字建神社下南１５５番地１ 三笠電機株式会

社本店 本店長 福井基喜氏であり、契約の金額は２,２５５万円でございます。

議案第６６号及び議案第６７号の説明は以上でございます。どうぞよろしくお願い申し

上げます。

◎建設部長（藤重 久君）

議長、建設部長。

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、藤重建設部長。

［建設部長 藤重 久君 登壇］

◎建設部長（藤重 久君）

続きまして、私からは議案第６８号、工事請負契約の変更についてご説明申し上げます。

議案書の３２ページをお願いいたします。

変更いたしますのは、令和４年３月１４日に議決をいただきました美馬市学校給食セン

ター整備運営事業のうち、施設整備業務に係る工事請負契約でございまして、賃金水準及

び物価水準の変動により契約金額を変更する必要が生じたものでございます。契約金額に

つきましては、変更前の１４億４,２６５万円から２,２００万円を増額し、１４億６,４

６５万円とするものでございます。

議案第６８号の説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

◎議長（郷司千亜紀議員）

以上で、提案理由の説明は終わりました。

ただいま議題となっております議案第６２号、令和５年度美馬市一般会計補正予算（第

５号）及び議案第６６号、物品購入契約の締結についてから議案第６８号、工事請負契約

の変更についてまでの４件については、先ほど提案理由説明にあったように、先議をいた

したいと思います。これにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、異議なしと認めます。よって、議案第６２号及び議案第６６号から議案第６８号

までの４件については先議をすることに決しました。

これより質疑に入ります。

ただいまのところ質疑の通告がありませんので、質疑なしと認めます。これをもって質

疑を終結をいたします。

お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第６２及び議案第６６号から議

案第６８号までの４件については、会議規則第３７条第３項の規定により委員会付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、異議なしと認めます。よって、議案第６２号及び議案第６６号から議案第６８号

までの４件については、委員会付託を省略することに決しました。
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これより、討論に入ります。

ただいまのところ討論の通告がありませんので、討論なしと認めます。これをもって討

論を終結をいたします。

これより、採決いたします。

まず初めに、議案第６２号、令和５年度美馬市一般会計補正予算（第５号）を採決をい

たします。

お諮りいたします。議案第６２号について、原案のとおり決することにご異議ございま

せんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、異議なしと認めます。よって、議案第６２号については、原案のとおり可決され

ました。

次に、議案第６６号、物品購入契約の締結についてから議案第６８号、工事請負契約の

変更についてまでの３件一括し、採決をいたします。

お諮りいたします。議案第６６号から議案第６８号までの３件について、原案のとおり

決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、異議なしと認めます。よって、議案第６６号から議案第６８号までの３件につい

ては、原案のとおり可決されました。

次に、日程第８、承認第１号、専決処分の承認を求めることについて（美馬市税条例の

一部改正について）から承認第１１号、専決処分の承認を求めることについて（令和５年

度美馬市一般会計補正予算（第４号））までの１１件を一括し、議題といたします。

議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

◎企画総務部長（吉田正孝君）

議長、企画総務部長。

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、吉田企画総務部長。

［企画総務部長 吉田正孝君 登壇］

◎企画総務部長（吉田正孝君）

それでは、私から承認第１号から承認第３号までの３件につきまして、順次ご説明を申

し上げます。

議案書１０ページから１５ページにかけての承認第１号でございますが、地方税法等の

一部を改正する法律の施行に伴い、去る３月３１日に美馬市税条例の一部改正について地

方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第３項の規定

により報告し、承認を求めるものでございます。

専決処分の内容につきましては、森林環境税の賦課徴収の方法等に係る規定の整備や軽

自動車税の種別割に係るグリーン化特例の適用期限の延長などでございまして、改正地方
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税法の規定に即して本市の条例における関係規定について所要の改正を行ったものでござ

います。

次に、１６ページから１８ページにかけての承認第２号でございますが、地方税法施行

令の一部を改正する政令の施行に伴い、去る３月３１日に美馬市国民健康保険税条例の一

部改正について地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分をいたしましたので、

同条第３項の規定により報告をし、承認を求めるものでございます。

専決処分の内容につきましては、国民健康保険税の後期高齢者支援金等分に係る課税限

度額を引き上げるとともに、国民健康保険税の軽減措置について５割軽減と２割軽減の対

象世帯に係る所得判定基準を引き上げることなど改正地方税法施行令の規定に即して本市

の条例における関係規定について所要の改正を行ったものでございます。

続きまして、承認第３号、令和４年度美馬市一般会計補正予算（第１２号）についてご

説明申し上げます。

７５ページをお願いいたします。

承認第３号は、令和４年度美馬市一般会計補正予算（第１２号）を地方自治法第１７９

条第１項の規定により去る３月３１日に専決処分をいたしましたので、同条第３項の規定

により報告をし、承認を求めるものでございます。

７９ページをお願いいたします。

一般会計補正予算（第１２号）につきましては、第１条、歳入歳出予算の補正のとおり、

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１１億８,９００万円を減額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ１９７億３,４００万円としたものでございます。

第２条の地方債の補正は、各種事業の実績などに伴い変更及び廃止となります地方債を

補正したものでございます。

続いて、８１ページをお願いいたします。

第１表歳入歳出予算補正でございますが、このページから８７ページまでにつきまして

は、歳入歳出予算の補正額を款項ごとに区分し掲載したものでございます。このうち歳入

補正予算では、市税や地方譲与税、各種県税交付金、地方交付税など確定した歳入を計上

するとともに、各種事業の実績見込みに伴い、財源となります国・県支出金や市債などの

調整を行い、繰入金を減額して基金の積戻しを行うなどしております。

一方、歳出補正予算につきましては、各種事業の実績に伴い、不用額の調整を行うなど

しております。

また、８８ページから９０ページまでは第２表地方債補正となっておりまして、地方債

の限度額を１億４,６８０万円減額し、１７億２,２４０万円としております。

それでは、歳入歳出補正予算の主な内容につきまして、ご説明申し上げます。

９３ページをお願いいたします。

まず、歳入補正予算でございますが、国有資産等所在市町村交付金及び納付金から９５

ページ中段の交通安全対策特別交付金までにつきましては、地方譲与税や各種県税交付金、

地方交付税などの交付額の確定に伴い、予算額の調整を行ったものでございます。

９５ページ下段の民生費負担金から１０４ページの指定寄附金までにつきましては、そ
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れぞれ収入実績や各種事業の実績、精査に伴い、予算額の上限調整を行ったものでござい

ます。

また、１０５ページ上段の繰入金につきましては、合わせて１５億２,９１２万６,００

０円の減額補正を行っておりますが、地方交付税の増額や予算における不用額の減額を受

け、財政調整基金及び減債基金へ積戻しを行ったものでございます。

次の諸収入から１０７ページの市債までにつきましては、説明欄記載のとおり雑入の収

入実績や各種事業の実績などに伴い増減調整を行ったものでございます。

続きまして、歳出補正予算についてご説明申し上げます。

１０８ページの議会費から最終の１７５ページまで、ほぼ全ての費目におきまして各種

事業の実績の基づき不用額の調整を行ったことによる減額補正となっております。

内容につきましては、それぞれ説明欄に記載のとおりでございまして、この中で増額補

正を行ったものにつきましてご説明申し上げます。

１７４ページをお願いいたします。

６０款諸支出金、５項基金費でございますが、総額で９０３万１,０００円を増額補正

しております。このうち減債基金積立金につきましては、特別交付税の増額分や基金利子

を原資として１００万２,０００円を、１７５ページのオラレまちづくり基金積立金につ

きましては、オラレ美馬運営協力費を原資として１,００５万７,０００円をそれぞれ増額

しております。また、公共施設等総合管理基金の積立金につきましては、基金利子を原資

として１万１,０００円を増額しております。

専決処分をいたしました令和４年度美馬市一般会計補正予算（第１２号）の説明は以上

でございます。

◎市民環境部長（伊内公一君）

議長、市民環境部長。

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、伊内市民環境部長。

［市民環境部長 伊内公一君 登壇］

◎市民環境部長（伊内公一君）

続きまして、私からは承認第４号、令和４年度美馬市住宅新築資金等貸付事業特別会計

補正予算（第１号）についてご説明をさせていただきます。

１８２ページをお願いいたします。

専決第５号は、令和４年度美馬市新築住宅資金等貸付事業特別会計補正予算（第１号）

を地方自治法第１７９条第１項の規定により、本年３月３１日に専決処分いたしましたの

で、同条第３項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。

１８５ページをお願いいたします。

美馬市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１号）は、第１条、歳入歳出予算

の補正のとおり、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６９１万３,０００円を増額し

歳入歳出それぞれ７２７万４,０００円としたものでございます。

それでは、歳入歳出補正予算の内容についてご説明を申し上げます。
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１９１ページをお願いいたします。

まず、歳入でございますが、住宅新築資金等貸付事業県補助金を３,０００円減額し、

繰越金６０１万７,０００円、貸付金元利収入８９万９,０００円をそれぞれ増額しており

ます。

続きまして、歳出についてご説明をさせていただきます。

１９２ページをお願いいたします。

貸付事業費でございますが、６９１万３,０００円の増額を行っております。

このたびの住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算につきましては、同特別会計を令

和４年度末をもって廃止することに伴い、歳入予算における未計上額や歳出予算の不用額

を一般会計へ繰り出すため、繰出金を増額しております。

以上で、専決処分をいたしました令和４年度美馬市住宅新築資金等貸付事業特別会計補

正予算（第１号）の説明とさせていただきます。ご承認賜りますようよろしくお願いいた

します。

◎保険福祉部長（住友礼子君）

議長、保険福祉部長。

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、住友保険福祉部長。

［保険福祉部長 住友礼子君 登壇］

◎保険福祉部長（住友礼子君）

続きまして、私からは承認第５号から承認第７号までの３件につきまして順次ご説明を

させていただきます。

１９３ページをお願いいたします。

承認第５号は、令和４年度美馬市市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）につきま

して、地方自治法第１７９条第１項の規定により、去る３月３１日に専決処分をいたしま

したので、同条第３項の規定によりご報告し、ご承認をお願いするものでございます。

１９７ページをお願いいたします。

補正予算（第３号）は、第１条歳入歳出予算の補正のとおり、事業勘定におきまして歳

入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５,６６５万２,０００円を減額し補正後の総額を

それぞれ３３億９,９５７万１,０００円としたものでございます。また、直営診療施設勘

定におきましては、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ９２２万５,０００円を減

額し、補正後の予算の総額をそれぞれ１億１６６万３,０００円としたものでございます。

それでは、補正予算の主なものについてご説明をさせていただきます。

まず、事業勘定でございますが、２０７ページをお開きください。

歳入補正予算からご説明をさせていただきます。

下段の１５款県支出金の保険給付費等交付金８,４５４万１,０００円の減額につきまし

ては、療養給付費などの実績により県の交付金が確定したことに伴うものでございます。

また、２０８ページ中段の３０款財産収入から最終の２０９ページ、４５款繰入金まで

につきましても、それぞれの実績による調整を行ったものでございます。
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次に、２１０ページからの歳出補正予算でございます。

このページから２１１ページにかけての１款総務費につきましては、４４２万６,００

０円の減額でございまして、実績等に伴う不用額を減額したものでございます。

また、２１１ページ下段の５款保険給付費以降につきましては、ほぼ全ての項目におき

まして年間の給付実績によりそれぞれ不用額の減額を行ったものとなっておりまして、詳

細につきましては説明欄に記載のとおりでございます。

その中で、２１５ページ下段の３５款諸支出金の財政調整基金費では、国保の安定的な

運営を図るため、１,９６１万円を基金に積み立てしております。

続きまして、直診勘定でございますが、この勘定は木屋平診療所及び木屋平歯科診療所

の運営会計でございます。

２２５ページをお開きください。

歳入補正予算でございますが、１款の診療収入及び介護収入から最終の２２７ページ、

２５款の市債まで、診療実績等の額の確定によりまして所要の調整を行ったものでござい

ます。

２２８ページからの歳出補正予算につきましては、１款総務費では人件費など不用額３

９１万円を減額、続く２２９ページの５款医業費では薬品購入費など診療実績等に伴う不

用額を減額したものでございます。

以上が令和４年度美馬市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）の主な内容でござい

ます。

続きまして、２３５ページをお願いいたします。

承認第６号でございます。

承認第６号は、令和４年度美馬市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につきま

して、地方自治法第１７９条第１項の規定により、去る３月３１日に専決処分をいたしま

したので、同条第３項の規定によりご報告し、ご承認をお願いするものでございます。

２３９ページをお開きください。

補正予算（第１号）は、第１条歳入歳出予算の補正のとおり、歳入歳出予算の総額から

歳入歳出それぞれ９９５万８,０００円を減額し、補正後の総額を４億７,９８９万８,０

００円としたものでございます。

補正予算の主なものについてご説明させていただきます。

２４５ページをお願いいたします。

歳入補正予算でございますが、上段の１款後期高齢者医療保険料２３２万８,０００円

の減額につきましては、保険料の賦課徴収実績により調整を行ったもの、また中段下の１

５款繰入金９４５万９,０００円の減額につきましては、保険料の確定などによりまして

一般会計からの繰入金を調整したものでございます。

２４７ページをお願いいたします。

続いて、歳出補正予算の主なものといたしまして、下段の５款後期高齢者医療広域連合

納付金を保険料などの確定により９０６万５,０００円減額しております。

以上が令和４年度美馬市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）の主な内容でござ
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います。

続きまして、２４９ページをお願いいたします。

承認第７号でございます。

承認第７号は、令和４年度美馬市介護保険特別会計補正予算（第４号）につきまして、

地方自治法第１７９条第１項の規定により、去る３月３１日に専決処分をいたしましたの

で、同条第３項の規定によりご報告をし、ご承認をお願いするものでございます。

２５３ページをお開きください。

補正予算（第４号）は、第１条歳入歳出予算の補正のとおり、保険事業勘定におきまし

て歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１,７０７万９,０００円を減額し、補正後の

総額をそれぞれ３７億６,００２万９,０００円としたものでございます。

また、サービス事業勘定におきましては、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２

１３万９,０００円を減額し、補正後の総額をそれぞれ６,３０４万６,０００円としたも

のでございます。

それでは、補正予算の主なものについてご説明をさせていただきます。

まず、保険事業勘定でございます。

２６２ページをお開きください。

歳入補正予算でございますが、上段の１款保険料９,７８４万８,０００円の減額につき

ましては、年間の収納実績の見込みによりまして調整を行ったものでございます。

次の５款使用料及び手数料から最終の２６５ページ、３５款の繰越金まではそれぞれ保

険給付費や地域支援事業の実績等に伴い、所要の調整を行ったものでございます。

続きまして、２６６ページの歳出補正予算でございます。

１款総務費のうち、一般管理費では人件費の不用額など１２１万７,０００円を減額し

ております。

下段、賦課徴収費から２６９ページ上段、１２款地域支援事業費までは、各事業の実績

等に伴う不用額の減額でございます。

中段の１４款基金積立金９,０００万５,０００円につきましては、介護保険の安定的な

運営を図るため、基金に積み立てたものでございます。

続きまして、サービス事業勘定でございます。

２７７ページをお願いいたします。

２７７ページが歳入補正予算、次の２７８ページが歳出補正予算の内容となっておりま

す。

それぞれ２１３万９,０００円を減額しておりまして、説明欄記載のとおり、介護予防

支援事業等の実績に応じて調整を行ったものでございます。

以上が令和４年度美馬市介護保険特別会計補正予算（第４号）の主な内容でございます。

以上、承認第５号から承認第７号までのご説明とさせていただきます。ご承認賜ります

ようよろしくお願いを申し上げます。

◎経済部長（藤田伸次君）

議長、経済部長。
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◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、藤田経済部長。

［経済部長 藤田伸次君 登壇］

◎経済部長（藤田伸次君）

続きまして、私からは承認第８号、令和４年度美馬市小水力発電事業特別会計補正予算

（第３号）についてご説明申し上げます。

恐れ入りますが、２８３ページをお願いいたします。

承認第８号は、令和４年度美馬市小水力発電事業特別会計補正予算（第３号）を地方自

治法第１７９条第１項の規定により、本年３月３１日に専決処分をいたしましたので、同

条第３項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。

２８７ページをお願いいたします。

小水力発電事業特別会計補正予算（第３号）は、第１条歳入歳出予算の補正のとおり、

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１１５万１,０００円を減額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ１,０８２万８,０００円としたものでございます。

それでは、歳入歳出補正予算の主なものについてご説明申し上げます。

２９３ページをお願いいたします。

まず、歳入補正予算でございますが、事業実績や収入実績に基づきましてそれぞれの予

算額を調整したものでございまして、事業収入の売電収入につきましては、２０万２,０

００円を増額し、一般会計繰入金につきましては、１３５万３,０００円を減額いたして

おります。

続きまして、歳出補正予算についてご説明申し上げます。

２９４ページをお願いいたします。

１款小水力発電事業費でございますが、１１５万１,０００円の減額補正を行っており

ます。内訳としましては、施設管理費のうち施設修繕量の不用額８９万１,０００円、小

水力発電施設点検整備委託料の不用額２５万３,０００円など、それぞれ事業実績に基づ

きまして減額をいたしております。

以上で、専決処分をいたしました令和４年度小水力発電事業特別会計補正予算（第３

号）の説明とさせていただきます。ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。

◎企画総務部長（吉田正孝君）

議長、企画総務部長。

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、吉田企画総務部長。

［企画総務部長 吉田正孝君 登壇］

◎企画総務部長（吉田正孝君）

続きまして、承認第９号から承認第１１号までの３件につきましてご説明申し上げます。

３０３ページをお願いいたします。

まず、承認第９号、令和５年度美馬市一般会計補正予算（第２号）につきましてご説明

申し上げます。
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承認第９号は、令和５年度美馬市一般会計補正予算（第２号）を地方自治法第１７９条

第１項の規定により、去る４月１８日に専決処分をいたしましたので、同条第３項の規定

により報告をし、承認を求めるものでございます。

３０５ページをお願いいたします。

一般会計補正予算（第２号）につきましては、第１条歳入歳出予算の補正のとおり、歳

入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億７,６００万円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ２０９億６,６００万円としたものでございます。

３０７ページと３０８ページにつきましては、第１表歳入歳出予算補正でございまして、

歳入歳出予算の補正額を款項ごとに区分し、掲載したものでございます。

３１１ページをお願いいたします。

歳入補正予算でございますが、今回の補正予算に必要な財源として新型コロナウイルス

感染症対応地方創生臨時交付金など国庫補助金を合わせて１億７,６００万円計上してお

ります。

続きまして、３１２ページ及び３１３ページの歳出補正予算についてご説明申し上げま

す。

３１２ページの新型コロナウイルス感染症対応地方創生事業費では、物価高騰に対する

負担感が大きい低所得世帯の負担を軽減するため、住民税非課税世帯などに対し１世帯当

たり３万円を給付するための経費として１億４,２００万円を計上しており、財源は全て

国庫補助金でございます。

このページ下段から３１３ページにかけての子育て世帯生活支援特別給付金事業費では、

低所得の子育て世帯に対し児童１人当たり５万円を給付するための経費として３,４００

万円を計上しており、財源は全て国庫補助金でございます。

これらの給付金につきましては、早期に給付を行う必要がございましたため、予算を専

決処分させていただいたものでございます。

令和５年度美馬市一般会計補正予算（第２号）の説明は以上でございます。

続きまして、承認第１０号、令和５年度美馬市一般会計補正予算（第３号）についてご

説明申し上げます。

３２３ページをお願いいたします。

承認第１０号は、令和５年度美馬市一般会計補正予算（第３号）を地方自治法第１７９

条第１項の規定により去る５月２３日に専決処分いたしましたので、同条第３項の規定に

より報告し、承認を求めるものでございます。

３２５ページをお願いいたします。

一般会計補正予算（第３号）につきましては、第１条歳入歳出予算の補正のとおり、歳

入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２,１４０万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ２０９億８,７４０万円としたものでございます。

３２７ページと３２８ページにつきましては、第１表歳入歳出予算補正でございまして、

歳入歳出予算の補正額を款項ごとに区分し掲載したものでございます。

３３１ページをお願いいたします。
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歳入補正予算でございますが、今回の補正予算に必要な財源として前年度からの純剰余

繰越金２,１４０万円を計上しております。

続きまして、３３２ページ及び３３３ページの歳出補正予算についてご説明申し上げま

す。

市議会議員選挙費では、７月９日執行の市議会議員補欠選挙に要する経費として投票立

会人などの報酬や職員の時間外勤務手当、投票所入場券の郵送料、ポスター掲示板の作

製・設置、維持管理、撤去委託料など、合わせて２,１４０万円を計上したものでござい

まして、財源は全て一般財源でございます。

議員の辞職に伴い、議員定数の６分の１を超える欠員が生じたことを受け、公職選挙法

の規定に基づく補欠選挙の準備に直ちに着手をする必要がございましたため、予算を専決

処分させていただいたものでございます。

令和５年度美馬市一般会計補正予算（第３号）の説明は以上でございます。

続きまして、承認第１１号、令和５年度美馬市一般会計補正予算（第４号）について説

明申し上げます。

３４３ページをお願いいたします。

承認第１１号は、令和５年度美馬市一般会計補正予算（第４号）を地方自治法第１７９

条第１項の規定により、去る６月９日に専決処分いたしましたので、同条第３項の規定に

より報告し、承認を求めるものでございます。

３４５ページをお願いいたします。

一般会計補正予算（第４号）につきましては、第１条、歳入歳出予算の補正のとおり、

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４,９００万円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ２１０億３,６４０万円としたものでございます。３４７ページと３４

８ページにつきましては、第１表歳入歳出予算補正でございまして、歳入歳出予算の補正

額を款項ごとに区分し、掲載したものでございます。

３５１ページをお願いいたします。

歳入補正予算でございますが、今回の補正予算に必要な財源として前年度からの純剰余

繰越金４,９００万円を計上しております。

続きまして、３５２ページの歳出補正予算についてご説明申し上げます。

まず、上段の林業施設災害復旧費におきましては９００万円を計上しておりますが、林

道岩壁線の災害査定用設計図書等の作成に係る委託料でございます。

中段の道路橋梁災害復旧費では、災害査定用設計図書等の作成費、重機等の借上げ料及

び応急復旧のための工事請負費合わせて４,０００万円を計上しております。６月１日か

ら３日にかけての梅雨前線等による大雨で被災いたしました市道等の復旧を早急に実施す

る必要がございましたため、予算を専決処分させていただいたものでございます。

令和５年度美馬市一般会計補正予算（第４号）の説明は以上でございます。ご承認を賜

りますようよろしくお願い申し上げます。

◎議長（郷司千亜紀議員）

以上で提案理由の説明が終わりました。
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これより質疑に入ります。

ただいまのところ質疑の通告がありませんので、質疑なしと認めます。これをもって質

疑を終結いたします。

お諮りいたします。ただいま議題となっております承認第１号から承認第１１号までの

１１件については、会議規則第３７条第３項の規定により委員会付託を省略いたしたいと

思います。これにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、異議なしと認めます。よって、承認第１号から承認第１１号までの１１件につい

ては、委員会付託を省略することに決しました。

これより、討論に入ります。

ただいまのところ討論の通告がありませんので、討論なしと認めます。これをもって討

論を終結いたします。

これより、採決いたします。

お諮りいたします。承認第１号から承認第１１号までの１１件について、原案のとおり

承認することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、異議なしと認めます。よって、承認第１号から承認第１１号までの１１件につい

ては、原案のとおり承認をされました。

１０分ほど小休をいたします。

小休 午前１１時３４分

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

再開 午前１１時４４分

◎議長（郷司千亜紀議員）

小休前に引き続き、会議を再開いたします。

議事の都合で少々お昼を過ぎると思われますが、時間を延長させていただきたいと思い

ます。よろしくお願いをいたします。

次に、日程第９、報告第３号、令和４年度美馬市繰越明許費繰越計算書、報告第４号、

令和４年度美馬市下水道事業会計予算繰越計算書及び報告第５号、市長専決処分の報告に

ついての３件について報告を求めます。

◎企画総務部長（吉田正孝君）

議長、企画総務部長。

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、吉田企画総務部長。

◎企画総務部長（吉田正孝君）

それでは、報告第３号、令和４年度美馬市繰越明許費繰越計算書についてご説明申し上

げます。



－３３－

議案書の３４ページ及び３５ページをお願いいたします。

この案件は、令和４年度の一般会計予算及び小水力発電事業特別会計予算におきまして

繰越明許費をお認めいただきました２１の事業につきまして、令和５年度への繰越額が確

定いたしましたので、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定に基づき、報告をさせて

いただくものでございます。

令和５年度へ繰り越しいたしました合計額は６億７９９万３,０００円でございまして、

その財源は収入特定財源が５５０万円、収入特定財源のうち国・県支出金は１億６,４２

６万１,０００円、地方債は３億３,８３０万円、差引き一般財源は９,９９３万２,０００

円となっておりまして、これらの事業に係る６月末の時点の執行率につきましては、全体

で５７.７％となっております。

また、繰越しの理由につきましては、関係機関や地元関係者との協議に日数を要したこ

と、また、補正予算に計上した事業につきましては、工期や履行期間の確保が困難であっ

たことなどでございます。

今後、事業の早期完了に向けまして鋭意努力してまいりますので、ご理解を賜りますよ

うお願い申し上げます。

◎市民環境部長（伊内公一君）

議長、市民環境部長。

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、伊内市民環境部長。

◎市民環境部長（伊内公一君）

続きまして、私からは報告第４号、令和４年度美馬市下水道事業会計予算繰越計算書に

ついてご説明申し上げます。

３６ページをお願いいたします。

これは農業集落排水処理施設の知野・宮内統合管渠整備工事に伴う知野処理場の改修事

業に係るもので、翌年度繰越額といたしまして３８２万２,０００円となっており、財源

につきましては全て一般財源でございます。

繰越しの理由につきましては、統合に必要な管渠埋設工事において関係期間との協議に

不足の時間を要し、工事の完成が翌年度末まで繰越しとなったため、知野処理場の改修事

業につきましても翌年度へ繰越を行うものでございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。

◎建設部長（藤重 久君）

議長、建設部長。

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、藤重建設部長。

［建設部長 藤重 久君 登壇］

◎建設部長（藤重 久君）

続きまして、報告第５号、市長専決処分についてご報告させていただきます。

議案書の３７ページをお願いいたします。



－３４－

この案件につきましては、地方自治法第１８０条第１項及び議会の委任による市長の専

決処分事項に関する条例本則第１号の規定により専決処分を行いましたので、地方自治法

第１８０条第２項の規定に基づき議会に報告させていただくものでございます。

議案書の３８ページをお願いいたします。

今回専決処分を行いました事故につきましては、本年６月３日、市道脇町６号線におき

まして、道路が陥没していたため、走行中の車両の左前輪のタイヤ及びホイールを破損さ

せたものでございます。

６月２８日に相手方との和解が成立し、損害賠償の額４万３,１７５円を決定したもの

でございます。

以上、報告させていただきます。

◎議長（郷司千亜紀議員）

以上で、報告が終わりました。

次に、日程第１０、特別委員会の設置並びに委員の選任についてを議題といたします。

この件につきましては、このたびの現職議員による不祥事により大きく失墜した市民の

信頼を回復するための１つの方策として議員一人ひとりが自らの良識と責任、高い倫理観

をもって公平な政治活動を行うとともに、市民の皆様の信頼を裏切るような行為が二度と

行われることのないよう、美馬市議会議員政治倫理条例の制定に向けた調査研究を行うた

め、特別委員会を設置するものであります。

それでは、採決いたします。

お諮りいたします。

委員会条例第６条の規定により、ご配付の１０人の委員で構成する美馬市議会政治倫理

条例制定特別委員会の設置（案）のとおり、設置をいたしたいと思います。これにご異議

ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、異議なしと認めます。よって、１０人の委員で構成する美馬市議会政治倫理条例

制定特別委員会を設置することに決定をいたしました。

ただいま設置されました特別委員会の委員の選任につきましては、委員会条例第８条第

１項の規定により、議長においてご配付のとおり指名をいたします。なお、本日散会後、

美馬市議会政治倫理条例特別委員会を開催いただき、正副委員長の互選をお願いいたした

いと思います。

次に、休会についてお諮りをいたします。

会期中の会期日程についてはご配付のとおりでありますが、明日７月１９日から７月２

５日までの７日間は、議案精査及び市の休日のため、休会といたしたいと思います。これ

にご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、異議なしと認めます。



－３５－

明日７月１９日から７月２５日までの７日間は休会とすることに決しました。

以上で本日の議事日程は全て終了いたしました。

なお、次会は７月２６日午前１０時から再開し、代表質問及び一般質問を行います。

本日はこれをもって散会といたします。

散会 午前１１時５２分



－３６－

会議の経過を記載し、その相違ないことを証するためここに署名する。

令和５年７月１８日

美馬市議会議長

美馬市議会副議長

会議録署名議員 ６番

会議録署名議員 ７番

会議録署名議員 ８番


